
記号は、「禁止」（しないで
ください）を示します。

記号は、「強制」（必ずし
てください）を示します。

絵記号の例

この警報器をご使用になる際、付属の点検ガスで作動テ
ストを行い、警報ブザー音が自分の耳で聞き取れるか必
ず確認してください。

この警報器は、不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止
用ではありません。

この警報器は、浴室では絶対にご使用にならないでくだ
さい。（漏電、感電のおそれがあります）

警報器を正しくお使いいただくため、またお客様や他の人々への危害や財産
への損害を未然に防止するために、この取扱説明書にはいろいろな絵表示を
しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解し
てから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が
死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想
定されることを表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が
傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害
のみの発生が想定される場合を表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が
死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表し
ています。

警報器表面等が汚れてお手入れをされる場合、
かわいた手で電源を切り、水または石けん水
を浸した布をよく絞ってふきとってください。
ふき終わったら電源を入れ、5.警報器の点検
方法にしたがって動作を確認してください。

（内部に水が入らないよう注意してください）

※中性洗剤を使ったときは、しばらく警報ブザー
　が鳴りやまないときがあります。また、電源プ
　ラグの抜き差しは、絶対にぬれた手では行わな
　いでください。

お手入れの際、ベンジンまたはシンナーな
どの薬剤は使わないでください。警報器表
面に傷が付いたり、故障の原因となります。

C：殺虫剤やペンキなどで警報ブザーが鳴った場合

A：ガスもれにより警報ブザーが鳴ったときは、あわてず次の処置をしてください

B：ご使用上の注意事項
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交 換 期 限 の 年

2 0 3 0 年

（西暦2030年までの例）

•近くでスプレー、殺虫剤、ペン

　キ、シンナーなどを使用

ガスもれ以外でも次のような場合、警報ブザーが鳴ることが
ありますが、すぐ鳴りやみますので警報器の電源プラグは抜
かないでください。（不具合の原因となりますので、ドアや窓
を開け、自然換気を十分に行ってください）

①殺虫剤、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用したとき
②シンナー、ペンキなど可燃性の溶剤や塗料を警報器の近くで使用したとき
③ミリン、しょう油、ワイン、酒などの濃い蒸気がかかったとき
④濃厚なタバコの煙などがかかったとき
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電源コードは切断しないでください。また
電源コードを傷つけたり加工したり、無理に
曲げたり引っ張ったり、はさみ込んだりしない
でください。（感電や火災の恐れがあります）

予備コンセントにピンや針金などの金属
物や、異物を入れないでください。
（感電する恐れがあります）

※オプションのコンセントカバーを使
　用することにより、思いがけない事
　故による感電やショートなどを防いでくれます。
（誤飲する恐れのある場合は使用しないこと）

警報器の電源は常に通電している交流
100Ｖ専用コンセントに接続してください。
（電源プラグを抜きますとガスがもれてい

　ても警報しません）

警報器は絶対に分解・改造しないで
ください。また、落下させたり衝撃を
与えるような取扱はしないでください。
（故障の原因となります）

この警報器の交換期限は、本体正面の「交換期限表示部」に記載されています。
交換期限が過ぎたものは保証いたしかねますので、必ず新しい警報器とお取替
えください。

警報器の取付位置を移動させないで
ください。取付位置を変更する必要
が生じた場合は、販売店に依頼して
ください。

警告表示ステッカー「警報器が鳴った
ら」をよくお読みのうえ、必ず目に付く
場所に貼ってください。また、警告表示
に緊急時の連絡先（販売店名など）・電話
番号が記入されているか確かめてください。

警報器の交換期限が過ぎていないか
確認してください。交換期限が過ぎた
ものは保証致しかねますので、必ず新
しい警報器にお取り替えください。

（交換期限は西暦で表示しております）

警報器の前にものを置いたり、取り付け
たりしないでください。
（警報が遅れたり、しない場合があります）

他の電気製品
(1490W以下)

警報器の
アドオンプラグ

警報器以外の電気製品を同時にご使用になる
場合には、警報器の電源プラグの予備コンセン
トをご利用ください。ただし、接続できる電気
製品の消費電力は、交流100Ｖで1490Ｗ以下で
す。また、電源プラグは確実に差し込んでくだ
さい。電源プラグは、時々お手入れしてくださ
い。たまったホコリに湿気が加わり発火・焼損
につながる恐れがありますので、電源プラグの
刃および刃の取付面のゴミやホコリをかわい
た布等で取り除いてください。※ショートコー
ド（長さ約35㎝）には予備コンセントはありません。

※オプションの
　コンセントカバー
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※警告表示ステッカー「警報器が鳴ったら」の見本は、　安全のために必ず
　お守りください（2項）または　仕様・付属品（8項）を参照してください。

（取付位置の選定はお客様とよく相談してから行って下さい）

この警報器は、取付場所に応じてタテ、ヨコどちらでも取付けられます。

①　取付位置をよくお読みのうえ床面及び壁面又は台所設備から下図の距
　離に取付できる場所を選定してください。

・保管期間は６ヶ月以内としてください。

※ショートコード（長さ約35㎝）には予備コンセントはありません。

交換期限が記載されています。

または約35㎝（予備コンセントプラグなし）

●ＬＰガスは空気より重いため、

　もれたガスは下にたまります

　ので床から高さ３０ｃｍ以下、

　最も遠い燃焼器具より水平距

　離で４ｍ以内でガスのたまり

　やすいところに取り付けてく

　ださい。

仕様・付属品・オプション

※壁面の材質がタイル、コンクリートなどの場合には、別売のカールプラ
　グが必要です。

②既存の取付金具を使用する場合
　取付金具が腐食していないか、ネジにゆるみなどがないか確認してください。
③オプションの取付金具を使用する場合

木ネジ
（短：2本）で止める

＋ドライバー（中）○

警報器を床に置かないでください。
（水等がかかった場合、故障の原因となります）

⑴

⑤オプションのコード振れ止めを使用する場合

　電源コードを固定する場合は、オプションのコード振れ止めを使用して

　ください。電源コードをコード振れ止めにはめ込み裏面の保護紙をはが

　して壁面に仮止めし、同梱の木ネジ（長）で固定してください。

この警報器について、お気付きの点や不明の点がありました
らお買求めの販売店または、製品サポートセンターまでご連
絡ください。

⑵ 同梱

延長コードに電源プラグを接続する場合、延長コードのプラグおよび電源
プラグに水がかからないようにしてください。
（火災につながる可能性があります）

製品サポートセンター連絡先

オプション

・コンセントカバー（1コ）

本社事務所 03-6258-5343

北海道支店 011-783-0505

釧路営業所 0154-24-3111

東北支店 022-227-1535

北東北営業所 019-625-2094

福島営業所 024-545-3411

青森営業所 017-742-4379

秋田営業所 018-896-5980

北関東支店 0277-46-2271

新潟営業所 025-285-5131

長野営業所 026-295-2001

東京支社 03-6258-5321

さいたま営業所 03-5961-2860

千葉営業所 043-307-1477

神奈川営業所 046-233-1725

静岡営業所 054-254-2055

名古屋支店 052-212-8083

北陸営業所 076-232-5610

大阪支店 06-4308-8508

中四国支店 082-263-1971

岡山営業所 086-241-8511

四国営業所 087-861-2330

九州支店 092-633-2811

鹿児島営業所 099-214-4610

沖縄営業所 098-867-4855


